
会社情報の開示に係る社内体制の概略図

■適時開示情報 ■FDルールの対象情報（注１）

◆情報の主管部署（グループ会社含む）

◆決定事実・発生事実

適時開示情報に該当する、あるいは該当しないこと

が明らかでない情報を含む

◆担当役員および社員

◆取引関係者の一部に伝達

した、あるいは伝達された

ことを知った場合

（財務情報）

財務経理グループ

（非財務情報）

各事業本部

（財務情報・非財務情報）

各事業本部

総務・リスク管理グループ

情報管理責任者（総務・リスク管理グループ担当責任者）、事業本部担当役員、財務

経理グループ担当責任者および主管部署担当役員による協議

※開示内容・方法等について協議

社 長

取 締 役 会

（開示）※「適時開示規則」「金融商品取引法」「重要情報の公表に関する内閣府

令」に定められた方法による公表

（EDINET・TDnet・当社ホームページ・必要に応じて記者クラブ）

※非財務情報は、総務・リスク管理グループ担当

※財務情報および法定開示（注３）は、財務経理グループ担当

※当社ホームページおよび記者クラブは、経営企画・マーケティンググループ担当

（→）は情報の流れを示す。

（注１）該当しないことが明らかでない情報を含む

（注２）案件によっては、社長の承認により開示を行なう場合もある。

（注３）法定開示情報の開示は本概略図によらない。

（注２） （注２）


